
令和５ 年度都区財政調整協議について（ 都側参考資料）  

 

○協議に当たっ ての前提 

・ 令和２ 年１ 月２ ８ 日に開催さ れた都区協議会において、「 令和２ 年度都区

財政調整方針」（ 別紙） により 合意し た。  

・ 今年度は、 こ の方針を踏まえて、 児童相談所の運営に関する都区の連携・

協力を一層円滑に進めていく 観点から 特例的な対応と し て増やし た 0.1％

分も 含め、 改めて配分割合のあり 方について協議を行う も のである。  

・ 区立児童相談所の実績が出るこ と は確認し ている。 し かし 今回の協議は、

その実績をベースに配分割合を増やすための協議ではない。 まず、 配分割

合のあり 方についてゼロ ベースから 議論を 尽く し ていく こ と がなすべき

こ と である。  

・ こ の点について、 都区で共通認識を持つこ と が、 協議に当たっ ての前提で

ある。  

 

 

○配分割合に対する基本的な考え方 

・ 財調財源の配分割合は、 特別区の行政運営が適切に行えるよう 、 中期的に

安定的なも のと すると いう のが基本的な考え方である。  

・ また、 配分割合は、「 都と 特別区の事務配分又は役割分担に大幅な変更が

あっ た場合」、「 普通交付金の総額が引き 続き 財源不足額合算額と 著し く 異

なる場合」 に変更するべきも のである。  

・ 大幅な役割分担の変更に伴い配分割合を変更し た事例と し ては、都から 全

ての特別区に対し て事務が一斉に移管さ れた保健所事務、清掃事務がある。 

・ 児童福祉法で特別区が任意に設置可能と なっ た児童相談所について、現在、

都と 特別区の事務配分又は役割分担に大幅な変更が生じ ていると 言える

のかが論点である。  

・ あわせて、 特別区の直近１ ０ 年の財政状況から 、 財源に引き続き 著し く 過

不足が生じ ているのかについても 議論が必要である。  

 

 

 

 



○児童相談所と 財調財源に対する都の現状認識 

 （ 役割分担について）  

・ 子ども の最善の利益、 子ども の安全・ 安心をいかに確保し ていく かと いう

点から 、都区が児童相談行政を連携し て進めていかなく てはなら ないこ と

は言う までも ない。  

・ 特別区には、 区立児童相談所を設置する、 都立児童相談所のサテラ イ ト オ 

フ ィ スと 連携するなど、 それぞれの区の状況に合わせた選択肢がある。 都

と し ては、 特別区がいずれの選択をし ても 、 その取組に協力し ていると こ

ろ である。  

・ 一方で、 財調制度上の取扱いについては、 前述のと おり 役割分担や財源保

障の観点から 議論が必要である。  

 ・ 児童福祉法上、児童相談所は都に設置が義務付けら れており 、特別区のエ

リ アにおいても 、 多く の区で都がその役割を担っ ている。  

 ・ また、 都は、 特別区の求めに応じ て、 子ども 家庭支援センタ ーに都立児童

相談所のサテラ イ ト オフ ィ スを 設置し ており 、 来年度以降も 設置を 進め

ていく 予定である。  

 ・ さ ら に、 児童相談所設置市と し て、 本来特別区が担う 業務について、 その

一部を 都が担う 現状があるだけでなく 、 今後も 継続し て都に担っ ても ら

いたいと いう 特別区の要望も ある。  

 ・ 各区が児童相談行政を行う にあたり 、多様な選択肢から 各区の実情に合っ

た方法で行う こ と はも っ と も である。特別区のエリ アにおいて、都と 区の

連携が益々重要になっ ている。  

 ・ こ う し た状況から 、「 都と 特別区の事務配分又は役割分担の大幅な変更」

に該当するも のではないと 考える。  

 

（ 財源保障について）  

・ 財調交付金は、 当年度の特別区の行政運営に関し て、 財源を保障する仕組

みであり 、財調財源の配分割合は、特別区の行政運営が適切に行えるよう 、

中期的に安定的なも のと すると いう のが基本的な考え方である。  

・ 令和４ 年度の財調財源では、区立児童相談所の運営経費である約８ ８ 億円

を含めた特別区の当年度の需要額に加えて、将来需要である公共施設改築

工事費等を臨時算定し ている。  

・ 従っ て、 当年度に必要な需要は算定さ れ、 当年度の需要を割り 落と すと い

っ たこ と と なるも のではない。  



・ 直近１ ０ 年の特別区の財政状況を踏まえて、配分割合の変更がなければ特

別区の需要算定に影響が出るのかと いう 観点から も 議論が必要である。  



 

令和２年度 都区財政調整方針 

 

 令和２年度の都区財政調整については、下記により行うものとする。 

 

記 

 

第一 都区間の配分割合の変更 

 

   都区財政調整は、基準となる財政上の需要と収入の差を普通交付金とする仕組

みであり、都区間の配分割合は、中期的には安定的なものを定める必要がある。 

   しかしながら、配分割合に関しては、児童相談所の運営に関する都区の連携・

協力を一層円滑に進めていく観点から、今回、特例的な対応として、特別区の配

分割合を令和２年度から 0.1％増やし、55.1％とする。 

   今回の特例的な対応により変更した分も含め、令和４年度に、配分割合のあり

方について、改めて協議することとする。 

 

第二 基準財政収入額 

 

 １ 基準財政収入額は、各特別区の財政力を合理的に測定する趣旨を踏まえながら、  

過去の実績に基づく標準算定を行う。 

 ２ 算定に当たっては、社会経済及び税制改正の動向、国税の状況等を考慮しつつ、  

標準徴収率により算定する。 

 

第三 基準財政需要額 

 

 １ 基準財政需要額は、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができ  

るよう、合理的かつ適正な方法により標準算定を行う。 

 ２ 特別区における行財政の実態を踏まえ、算定方法を見直すとともに、各測定単  

位における数値の増減、国・都の方針による増減等を見込むものとする。 

 

第四 今後の措置 

 

 １ 本方針に基づき、都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例の

一部を改正する条例案及び予算案を令和２年第一回東京都議会定例会に付議する

ものとする。 

 ２ 区別の算定は、令和２年度測定単位の数値の確認を待って行う。 

都側参考資料 別紙 


